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　すべての妊婦さんに安心して出産・子育てしてほしい…そんな思いを実現するため、妊婦さん
へ「支援給付」を行っています。給付のくわしい内容や、妊娠・出産に関しての疑問や不安など、
お気軽にお問い合わせください。

▶対 象 者　妊娠している方　
▶支 給 額　妊娠期　５万円　出産期　妊娠しているこどもの人数×５万円　
　　　　　　（※流産・死産の場合も支給の対象になります。）
▶申請時期　① 妊娠期：医療機関において妊娠が確認された後から
　　　　　　② 出産期：出産予定日の８週間前の日から
　　　　　　（※流産・死産の場合は、流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降）
▶申請窓口　上勝町役場住民課（こども家庭センター）　☎0885-46-0111

すべての
妊婦さんを
応援する

“妊婦のための支援給付”のご案内

　上勝町では、骨髄または末梢血幹細胞の移植のための通院、入院などに伴う経済的な負担の軽減を図り、骨髄等
の提供を推進することを目的に、公益財団法人日本骨髄バンクを介して骨髄等を提供した骨髄移植ドナーおよび、
ドナーが勤務する事業所に対して助成を行います。
▶助　成　額　ドナー　１日につき２万円　※１人１回の提供に対し７日間を限度とします。

　　　　　　　　骨髄等を提供した方１人につき５万円
▶問い合わせ　役場住民課保健師　☎0885-46-0111

骨髄等移植ドナーを支援します！
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振替休日

月～金　7時30分～14時
土・日　7時30分～15時30分
ゼロ・ウェイストセンター
〇廃タイヤ…１㎏までごとに100円
〇廃消火器（20型以下）

　 … リサイクルマーク 有→無料　
無→550円

〇特定家電（テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫）
　 … リサイクル料金と運搬手数料
☎090-8957-4094

（廃タイヤ・廃消火器・特定家電）

５月19日㈫ 13時30分～15時
コミュニティセンター

人権・行政・厚生・福祉、家庭内や近隣との悩み事な
どなんでもお気軽にご相談ください。心配ごと相談
の日以外のご相談は上勝町社会福祉協議会まで。

※ 短時間の受講も可能です。

障がい児者の支援、相談を受け付けていま
す。障がい者手帳の取得、補装具、住宅改修、
障がい福祉サービス等どんなことでもお手
伝いいたします。お気軽にお電話ください。

相談支援事業所ぱーとなー 　発熱や咳など風邪症状がみられる場合の受診は、他の患者さまと接触しない
よう、診察時間を次のとおり設定していますので、ご理解・ご協力をお願いします。
　○発熱外来診察時間 … 月曜日～金曜日　各日 11時～12時
※上記の診察時間外でも可能な限り対応しますので、まずはお電話をお願いします。

発熱などがある場合の受診について（発熱外来）

☎  44-5010
Ｆ  44-5011FAX

医科受付  8時30分～11時30分/14時～16時30分
　　　　  水曜日午後/15時～16時30分
歯科受付  8時30分～11時30分/13時～16時30分
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医科受付・診療　13時～14時30分
☎  46-0302
Ｆ  46-0302FAX

全期分

全期前納・1期分

みどりの日 こどもの日 振替休日

※外来担当医は急患等により変更になることがあります。ご了承ください。



 一般事務（高等学校卒業程度）

一般事務  昭和57年４月２日から平成21年４月１日までに生まれた者

テストセンター方式
※第一次試験は、全国47都道府県(約340か所)のテストセンターが会
場とな ります。会場と日時は、試験期間内において、受験者各自で
指定していた だきます。試験会場の詳細については、次のＵＲＬを
参照してください。
 https://cbt-s.com/testcenter/

受付期間

第一次
試　験

第二次
試　験

試験期間

試験会場

令和８年６月26日(金) ～令和８年７月21日(火)

試験内容

試 験 日

試験会場

試験内容

基礎能力検査、事務能力検査

令和８年８月23日(日)

第一次試験合格者に通知します。

 作文試験、口述試験、適性検査　※適性検査は、指定期間内にweb回答

令和８年５月20日(水) ～令和８年６月22日(月) 　午後５時まで

一般事務 若干名

※｢卒業程度｣とは、試験の程度を示すものであり、学
歴を受験資格とするものではありません。

令和８年度上勝町職員採用試験（令和9年4月採用）のお知らせ
上勝町では、令和９年４月１日採用予定の職員採用試験を次の要領にて行います。

■試験区分（募集職種）

■採用予定人員

■受験資格

■採用試験実施スケジュール

■申込方法
・電子申請（インターネット）に限る。
※上勝町ホームページの「令和８年度上勝町職員採用試験(令和9年4月採用)の実施につ
いて」内にある「電子申請サービス（徳島県電子自治体共同システム）」にアクセスし、
申込みを行ってください。（受付期間内であれば24時間申込みが可能です。）
※受付期間経過後の申込みは一切受付しませんので、十分注意してください。

■試験案内・申込方法等の詳細
・詳しい内容については、上勝町ホームページに掲載しておりますので、必ずご覧ください。
　上勝町ホームページ… https://www.kamikatsu.jp

■お問い合わせ
・上勝町役場 総務課　人事担当　    ☎ 0885-46-0111



　犯罪はいつ、どこで、誰の身に起こるか分かりません。
　犯罪被害者やその家族、遺族の多くは、犯罪による直接的な被害をはじめ、事件後の精神的ショッ
ク、経済的な困窮、心ないうわさ、SNS等による誹謗中傷など二次被害によって苦しむことがあり
ます。
　上勝町では、「犯罪被害者等基本法」に基づき、犯罪被害者などに必要な施策を総合的に推進し、
犯罪被害者などの被害の早期回復と軽減を図るとともに、町民が安全で安心して暮らすことのでき
る地域社会の実現を目指すため、本条例を制定しました。
　町民や事業者のみなさんは、本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご
理解いただき、犯罪被害者となられた方々への支援にご協力をお願いします。

【施 行 日】令和８年４月１日

【基本理念】
○犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、そ
の尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行
われなければならない｡

○犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれてい
る状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次被害が生じることのな
いよう十分配慮して行われなければならない。

○犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、被害を受けたときか
ら必要な支援を途切れることなく受けることができるように行われなければならない。

○犯罪被害者等支援は、町、町民等、事業者及び関係機関等がそれぞれに担う役割を互いに理解し、
相互に連携して推進されなければならない。

【責　務】
○町の責務
　基本理念にのっとり、関係機関等との連携及び適切な役割分担のもと、犯罪被害者等支援に
関する施策を実施する。

○町民等の責務
　基本理念にのっとり、犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について理解を深め、二
次被害が起きることがないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援に関す
る施策に協力するよう努める。

○事業者の責務
　基本理念にのっとり、犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について理解を深め、二
次被害が起きることがないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援に関す
る施策に協力するよう努める。
　犯罪被害者等である従業員の就労及び勤務に十分に配慮するよう努める。

【支援施策】 
　＊相談及び情報の提供など　　 ＊経済的支援　　 ＊安全の確保　 　＊居住の安定
　＊日常生活の支援　 　＊雇用の安定　　 ＊町民等や事業者の理解の増進

【相談・受付窓口】上勝町役場　総務課
　　　　　　　　　受付時間：月曜日から金曜日（8時30分から17時15分）まで
　　　　　　　　　（祝日･年末年始を除く）
　　　　　　　　　電話：0885-46-0111　 ＦＡＸ：0885-46-0323 

※詳しい内容については、上勝町ホームページをご覧ください。
ＵＲＬ… https://www.kamikatsu.jp/docs/2026031200026/     

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
｢ギュっとちゃん｣

「上勝町犯罪被害者等支援条例」を制定しました



キャスターの丸岡いずみさんによるニュースの現場から考える消費者行動、
気象予報士の藤野勝成さんから学ぶ気象災害など、多彩な講師を招いて開催します！
１　日　程　令和８年６月６日～7月25日の毎週土曜日（６月20日を除く）  ※１講義から受講できます
２　場　所　とくぎんトモニプラザ　大会議室（徳島市寺島本町西１丁目５番地  アミコビル東館９階）
３　受講料　無料
４　受講方法　「来場受講」と「オンデマンド配信での受講」のいずれか
５　募集期間　各講座とも開催日の１週間前まで（全講座５月30日までにお申込みの方優先）
６　申込及び問合せ先
　　特定非営利活動法人徳島県消費者協会
　　　　電　　話　０８８－６２５－８２８５
　　　　ファクシミリ　０８８－６２５－８３１２
　　　　Ｅｰmail　hiroba@image.ocn.ne.jp
　　　　※詳しくは、徳島県消費者協会ＨＰへ
　　　　　https://www.npo-tokushohi.net/ 

【学生募集！】徳島県消費者大学校 令和８年６月６日（土）開講

徳島県消費者協会ＨＰ メール申込ＱＲコード

　各集落等の話し合いの場であり、集落活性の拠点となっている地域の集会所を修繕する場
合に平成19年度から補助金を交付しております。老朽化し、大規模修繕の必要がある集会所
については下記を参考に補助金申請してください。
１　補助対象経費（原材料費＋大工賃）の２／３
２　補助金の上限　30万円
３　補助金の利用制限　５年経過後に再度利用可能
　現在利用されている集会所が補助金の対象になるかなど、詳しくは総務課までお問い合わ
せください。

上勝町地域集会所修繕工事補助金について

【お問い合わせ】　総務課

令和７年度  行政文書開示請求等処理状況（情報公開） 令和８年３月現在

行政文書名又は件名 件数 決定内容（件）
全部開示 部分開示 非開示 却　下

上勝町移動式捕獲鳥獣処理設備導入事業に関すること
町道に関すること
一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書に関すること
消防法施行令別表第一に係る防火対象物に関すること

3
1

3

1
1

6
1
1
1

　詳細は町ホームページをご覧ください。 【お問い合わせ】　情報公開総合窓口　総務課

　徳島県内の高齢者・障がい者福祉施設（計約40施設）が参加し、福祉のお仕事の
魅力を発信します。福祉・介護関係の資格がある方もない方も大歓迎！詳細はアイ
ネットHPをご覧下さい。
日時　令和８年６月13日（土） 13時～15時30分
場所　アスティとくしま（徳島市山城町東傍示１番地１）

【お問い合わせ】　徳島県社会福祉協議会 徳島県福祉人材センター アイネット
　　　　　　　　徳島市中昭和町1-2　徳島県立総合福祉センター 3F　☎088-625-2040

参加無料
申込不要

【福祉就職転職ガイダンス2026】を開催します



　国民年金は20歳から60歳までのすべての方が加入することになっています。
　しかし、国民年金保険料を納めることが困難な学生には、本人の前年の所得が一定額以下の場合、
保険料に納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

■対象となる学生
　大学（大学院）・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校および各種学校（知事の認可を受
けている学校で修業年限が１年以上である課程）に在学する20歳以上の学生で、学生本人の前
年の所得が128万円以下であるとき。

■手続き
　在学証明（原本）または学生証の写し、個人番号カードもしくは基礎年金番号通知書（年金手帳）
をお持ちになり、住民登録をしている市町村役場国民年金担当窓口で申請してください。（毎年
申請が必要です。）申請時点の２年１ヶ月前の月分まで遡ることができますが、申請が遅れると、
万一の際に障害年金が受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。

■承認を受けた期間
　学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事故にあった場合には、障害基礎年金また
は遺族基礎年金を受けることができます。また、学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資
格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

■保険料の追納制度
　承認された期間については、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくな
ります。このため、これらの期間は10年以内であれば、あとから保険料を納付することができ
る「追納制度」があります。なお、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から
起算して３年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間
に応じ政令で定める額が加算されます。

学生の皆さん！国民年金「学生納付特例制度」をご存知ですか？

【お問い合わせ】　住民課 ☎ 46-0111　徳島南年金事務所 ☎ 088-652-1511

☆と　き ５月28日（木） 午前10時～午後３時まで
☆ところ コミュニティセンター
☆内　容　① 開講式
　　　　　② 記念講演『フレイル予防で元気に長生き』
　　　　　　　 講師：徳島文理大学教授　鶯　春夫　氏
　　　　　③ 芸能講座『昭和懐メロ特集』
　　　　　　　 講師：サンライフハーモニカクラブの皆さん
☆「令和８年度高齢者教室予定表」は、うぐいす色の用紙に印刷して、広報５月号（本紙）に
折り込んでいますのでご覧ください。なお、送迎方法の変更についても記載していますので、
よくお読みください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

高齢者教室のご案内第1回

【申込み・お問い合わせ】　教育委員会　☎４５－０１１１

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰



【お問い合わせ】教育委員会 ☎ 45-0111

本のリクエストも随時募集中です。お気軽に教育委員会へご連絡ください。

新しく購入した本を紹介します！
　役場支所の教養娯楽室に貸出図書がございますので、皆様お気軽にお立ち寄りください。
（平日の８時30分から17時の間、会議等で教養娯楽室を使用していない時間のみ貸出できます。）

新装版　京都　ものがたりの道

しばらくあかちゃんになりますので

一年一組せんせいあのね

女たちの避難所

墓じまいラプソディ

架空犯

透明な螺旋

コジコジにきいてみた。モヤモヤ問答集

生きるぼくら

神様のレストランで待ち合わせ

ナミヤ雑貨店の奇蹟

ねこのひとりごと

ねこのひとりごと２　そばにいるよ

なれのはて

ねこの結婚式

ひぐれのお客・初雪のふる日

犬が伝えたかったこと

猫は、うれしかったことしか覚えていない

もしあと１年で人生が終わるとしたら？

大人も知らない　みのまわりの謎大全

マスカレード・ゲーム

マスカレード・ナイト

ねこのみぞしる

わたしのいもうと

シルバー川柳　誕生日ローソク吹いて立ちくらみ

やなせたかしの生涯　アンパンマンとぼく

藍を継ぐ海

音のない理髪店

心配ないよ、だいじょうぶ

７つの感情ー知るだけでラクになる

モヤモヤそうだんクリニック

９歳のこころのじてん

０．１．２歳児　育児の気がかり相談室

０～６歳まで遊んで学べる！新しい手作りおもちゃ

子どもの病気・救急ぜったい「これ知ってて！」

どろぼうねことピヨピヨ

必死すぎるネコ～一心不乱篇

支えあいからつながる心 ー対人関係の心理学から

常識を疑う心理学

ルドルフとイッパイアッテナ

大ピンチずかん２

大ピンチずかん３

学芸員が教える　日本美術が楽しくなる話

学芸員しか知らない　美術館が楽しくなる話

タイトル



補 助 種 別

新設

設置

単独処理浄化槽撤去

く み取り槽撤去

宅内配管

転換

５人槽

７人槽

10人槽

５人槽

７人槽

10人槽

432,000円

514,000円

648,000円

432,000円

514,000円

648,000円

150,000円

120,000円

330,000円

増額　※令和7年度は120,000円

増額　※令和7年度は090,000円

増額　※令和7年度は300,000円

既存の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を
廃止し、合併処理浄化槽を設置する場合

新築等で新たに合併処理浄化槽を設置す
る場合

人槽 補助限度額 備　　　　　考

５月10日（日）に狂犬病予防注射と犬の登録の補正を行います。
■登録料（新規登録犬のみ）3,000円
■注射料　3,300円（生後91日以上の犬が対象です。）
■予診票　５月初旬に注射予診票をお送りいたしますので、記入のうえご持参ください。
※注射状況によっては、予定時間と多少前後することがありますので、ご了承ください。

時　　間 巡　回　場　所
13時00分～13時05分
13時10分～13時15分
13時20分～13時25分
13時35分～13時40分
13時45分～13時50分

福川
藤川
傍示
福原
旭

田村商店様横
役場支所裏
針木様宅前三つ角
コミュニティセンター前駐車場
堂平橋（集落センターへの橋前）

【お問い合わせ】　住民課

令和8年度 上勝町合併処理浄化槽設置整備事業補助金
　今年度より転換補助について、撤去費補助と宅内配管工事費補助を増額しました。
　合併処理浄化槽への転換を考えられている方はぜひご活用ください。
　補助希望の方は必ず設置前にご相談ください。

令和８年４月１日（水）～令和８年12月25日（金）

◯工事着手前に補助金申請書と添付書類を提出してください
※浄化槽工事、既設槽撤去、宅内配管工事の着手後に申請を行った場合は補
助の対象になりません。

◯工事完了後は１ヶ月以内に実績報告書を提出してください。
※令和９年３月31日（水）までに工事が完了しない場合や実績報告書を提出で
きない場合は補助金の交付ができません。

【お問い合わせ】　住民課

補助金申請
の手続き

受付期間
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５
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受
け
ら
れ
た
時

期
が
平
成
25
年
度
以
前
の
場
合
は
、

再
度
、
耐
震
診
断
か
ら
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。）

〇
自
己
負
担

無
料

〇
募
集
戸
数

５
戸

木
造
住
宅
耐
震
改
修
支
援
事
業

〇
補
助
対
象
住
宅

　
「
耐
震
診
断
支
援
事
業
」
の
評

点
が
1.0
未
満
と
判
定
さ
れ
た
住
宅

●
補
助
要
件

①
改
修
後
の
評
点
を
1.0
以
上
に
向
上

②
高
さ
1.5
ｍ
以
上
の
家
具
を
固
定

③
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
（
分
電
盤
タ

イ
プ
）
を
設
置

④
県
登
録
の
耐
震
改
修
施
工
者
が

施
工

⑤
工
事
時
の
の
ぼ
り
旗
の
設
置
等

の
啓
発
活
動
へ
の
協
力
及
び
エ
シ

カ
ル
消
費
（
県
産
材
利
用
や
廃

棄
物
の
削
減
な
ど
）
へ
の
取
組

〇
補
助
金

最
高
２
１
０
万
円（
補
助
率
４
／
５
以
内
）

※
令
和
８
年
度
ま
で
１
４
０
万
円

↓
２
１
０
万
円
に
増
額

〇
耐
震
改
修
促
進
税
制

　
評
点
1.0
以
上
の
耐
震
改
修
工
事

を
行
う
と
、所
得
税
の
特
別
控
除
、

固
定
資
産
税
の
減
税
措
置
が
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

〇
募
集
戸
数　
１
戸

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
支
援
事
業

〇
補
助
対
象
住
宅

　
「
耐
震
診
断
支
援
事
業
」
の
評

点
が
1.0
未
満
と
判
定
さ
れ
た
住
宅

〇
補
助
要
件

①
徳
島
県
が
認
定
す
る
耐
震
シ
ェ

ル
タ
ー
又
は
耐
震
ベッ
ト
を
設
置

②
高
さ
1.5
ｍ
以
上
の
家
具
を
固
定

③
県
登
録
の
耐
震
改
修
施
工
者
が

施
工

④
工
事
時
、
の
ぼ
り
旗
設
置
や
ア
ン

ケ
ー
ト
等
の
啓
発
活
動
へ
の
協
力

（
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
の
場
合
）

〇
補
助
金

・
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
の
場
合

最
高
80
万
円（
補
助
率
４
／
５
以
内
）

・
耐
震
ベ
ッ
ト
設
置
の
場
合　
　

最
高
40
万
円（
補
助
率
４
／
５
以
内
）

〇
募
集
戸
数　
１
戸

住
ま
い
の
ス
マ
ー
ト
化
支
援
事
業

〇
補
助
対
象
住
宅

　
「
耐
震
改
修
支
援
事
業
」
ま
た

は
「
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
支
援

事
業
」
と
併
せ
て
行
う
も
の

　
「
耐
震
診
断
支
援
事
業
」
の
評

点
が
1.0
未
満
と
判
定
さ
れ
た
住
宅

〇
補
助
要
件

　
情
報
通
信
技
術
や
人
工
知
能
を

活
用
し
た
設
備
を
設
置
す
る
工
事

・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
工
事

・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
工
事　
等

〇
補
助
金

最
高
30
万
円（
補
助
率
２
／
３
以
内
）

〇
募
集
戸
数　
１
戸　

住
宅
の
住
替
え
支
援
事
業

〇
補
助
対
象
住
宅

　
「
耐
震
診
断
支
援
事
業
」
の
評

点
が
0.7
未
満
と
判
定
さ
れ
た
住
宅

　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着

工
さ
れ
た
も
の

〇
補
助
要
件

①
現
在
居
住
す
る
住
宅
の
全
て
を

除
却
す
る
も
の（
空
き
家
は
不
可
）

②
現
地
で
の
建
替
え
又
は
県
内
で

の
住
替
え
の
た
め
の
除
却
工
事

③
建
設
業
許
可
又
は
解
体
業
登
録

の
あ
る
解
体
業
者
が
施
工

〇
補
助
金

　
最
高
30
万
円（
補
助
率
２
／
５
以
内
）

〇
募
集
戸
数　
１
戸

減
災
化
支
援
事
業

〇
補
助
対
象
住
宅

　
平
成
12
年
５
月
31
日
以
前
に
着

工
さ
れ
た
住
宅（
非
木
造
を
含
む
）

　
現
在
も
居
住
し
て
い
る
住
宅

〇
対
象
者

・
高
齢
者
単
身
世
帯

・
高
齢
者
夫
婦
世
帯

・
要
支
援
ま
た
は
要
介
護
認
定
を

受
け
た
世
帯

・
障
が
い
者
手
帳
所
有
者
が
い
る

世
帯

〇
補
助
要
件

・
家
具
の
固
定
や
配
置
の
工
夫
、

窓
ガ
ラ
ス
の
飛
散
防
止
等
の
措

置
等
、
減
災
化
対
策
を
実
施

・
町
が
派
遣
し
た
大
工
等
が
施
工

す
る
こ
と

・
分
電
盤
タ
イ
プ
の
感
震
ブ
レ
ー

カ
ー
を
設
置
す
る
こ
と

〇
補
助
金

　
家
具
固
定
な
ど
の
減
災
化
：
補

助
率
４
／
５
で
上
限
１
万
６
千
円

（
自
己
負
担
４
千
円
）

　
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
：
実
費
を
超

え
な
い
範
囲
で
上
限
10
万
円

〇
募
集
戸
数

　
家
具
固
定
な
ど
減
災
化　
５
戸

　
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー　
　
　
１
戸

■
募
集
期
間

　
令
和
８
年
12
月
18
日（
金
）ま
で

※
交
付
決
定
後
、工
事
等
に
着
手
し
、

令
和
９
年
２
月
12
日（
金
）ま
で

に
工
事
を
完
了
し
、町
へ
完
了
実

績
報
告
書
が
提
出
で
き
る
こ
と

　
（
募
集
件
数
に
な
り
次
第
、受
付

を
終
了
し
ま
す
。）

■
申
込
先

　
上
勝
町
役
場　
建
設
課

　
関
係
書
類
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、

役
場
建
設
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

木
造
住
宅
耐
震
改
修
支
援
事
業

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
支
援
事
業

住
宅
の
住
替
え
支
援
事
業

住
ま
い
の
ス
マ
ー
ト
化
支
援
事
業

減
災
化
支
援
事
業
※
新
規
事
業

上
勝
町
木
造
住
宅
耐
震
化
促
進
事
業
の
ご
案
内

　

自
宅
の
耐
震
強
度
が
心
配
な
方
、
耐
震
化
工
事
や
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
の
設
置
、
建
替
え
等

を
お
考
え
の
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
事
業
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
！

　

地
震
被
害
を
少
な
く
す
る
た
め
に
も
、
既
存
住
宅
の
耐
震
化
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
第
一

歩
は
耐
震
診
断
で
す
。

　

上
勝
町
で
は
木
造
住
宅
耐
震
診
断
、
木
造
住
宅
補
強
計
画
と
も
に
無
料
で
す
！

木
造
住
宅
耐
震
診
断
支
援
事
業

木
造
住
宅
補
強
計
画
支
援
事
業



　地震時等に倒壊等により道路を閉塞するおそれ
のある、老朽化した危険な空き家の除却を行う場
合に、除却工事費の一部を補助します。

◦対象要件（以下の条件を全て満たす必要があり

ます。）

１．町内の住宅で、現に住宅の用に供されていな
いもの

２．構造一般の程度、構造の腐朽又は破損の程
度等を不良度判定基準に基づき、点数が100
点以上になるもの（判定は空き家判定士が行う）

３．倒壊すれば接面（前面）道路を閉塞し、避難・救助活動に支障をきたす恐れがあるもの（図
１．参照）

◦対 象 者（以下の条件を全て満たす必要があります。）

１．建物または土地の所有者等（相続人を含む。建物と土地の所有者が異なる場合は、双
方の同意書が必要です。）

２．町税の滞納がない方
合は、原則としてそれら全員の同意が必要です。

◦対象となる工事（以下の条件を全て満たす必要があります。）

１．建設業法による許可または建設リサイクル法による登録を受けた県内の業者が請け負う
こと

２．補助金の交付決定後に行われること
３．他の制度による補助を受けていないこと
４．補助対象住宅の全てを除却すること
５．補助対象住宅の建替えを目的とした工事でないこと

◦補 助 金 除却費用の４／５以内で最高80万円まで

◦募集戸数 ２戸

◦注意事項 建物を除却することにより、翌年度より土地にかかる固定資産税が増加する
場合があります。

◦募集期間 令和８年12月18日（金）まで

◦申 込 み 建設課　関係書類及び詳細等につきましては、建設課へお問い合わせください。

45°

空家の敷地道

境 界

図１

【お問い合わせ】　建設課



福川名　高野地区（実施前） 県道沿い桜植樹地管理道整備（実施後）

福原名　平間地区（実施前） 石積み補修（実施後）

福原名　西中山地区（実施前） 会堂歩道倒木除去（実施後）

　本町では、上勝町美しい集落再生プラン支援事業により、名及び集落が実施する課題解決等の取組を
支援し、共に協働して持続可能な美しいまちづくりを推進しています。集落の皆様におかれましては、
日頃より集落の維持・活性化にご尽力いただきありがとうございます。
　令和７年度では、名及び集落から26件の申請があり、支障木の伐採や石積みの補修整備等の事業が
実施されました。令和８年度に事業の実施を希望する地域は10月末を目安に補助金申請書類のご提出
をいただき、年度内の事業完了を計画して実施してください。なお、概算払の請求がある場合は２月末
までに支払以外の事業完了をお願いいたします。
　また、移住支援や集落再生支援、空き家等対策、地域づくりにおいても引き続き取り組んでまいりま
すので、ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。 （企画環境課）

上勝町持続可能な美しいまちづくり
令和７年度 集落再生の取組について（報告）

みょう



令和８年度 上勝町美しい集落再生プラン
支援事業補助金

　予算の範囲内での実施となりますので、補助金の交付を希望する集落等は、企画環境課担当までお申
込みください。
（年度内に完了するものに限ります）

第８条自治組織は、課題の解決等を図るため、特に次の事項に取り組むものとする。
（１）環境及び景観の保全
（２）町民等が所有し、又は使用する土地及び建物等の適切な管理
（３）空き家の登録並びに売買及び貸借のあっせんに対する支援
（４）新規移住者に対する支援
（５）後継者に対する支援
（６）新規就農者に対する支援
（７）高齢者等に対する支援
（８）農林水産業に対する支援
（９）鳥獣被害対策に対する支援
（10）地域の伝統及び文化の保存
（11）ふるさとを愛しふるさとを活性化する人づくり
（12）災害の予防、避難及び救助
（13）その他自治組織が実施することがふさわしいと思われる事業

上勝町持続可能な美しいまちづくり基本条例（自治組織の役割）

【お問い合わせ】　企画環境課

（審査基準）　自治組織の課題解決に向けた取り組みについて資金面において支援するものですが、
2040年に町人口を1,000人とする目標があることから、環境及び景観の保全、地域活性
化や空き家対策、若い世代の移住定住促進の加速化を目的とする取り組みを優先し採択
します。下記の基本条例第８条（１）～（６）、（11）を優先し支援します。

項　　　目 内　　　　容 備　　　　考

自治組織単位または集落単位、集落
単位の連携体

申請は年間一回限りとする。集落
とは、町の行政区集落による。
当初申請の変更は可能。

講師の謝礼及び費用弁償費、通信運
搬費、消耗品費、印刷製本費、借上料、
原材料費等

再生プラン実行のための経費である
こと。

工事請負費、委託料、食料費、人件費、
飲み物類等

申 請 者

補助対象経費

補助対象外経費

補 　 助 　 額

軽トラ、草刈り機、チェーンソーなどの
借り上げ。朝食、昼食、夕食など食事
代、ジュース、ビールなどの飲み物代。

　町長は、上勝町持続可能な美しいまちづくり基本条例第８条の課題解決
等を図るために取り組む事業であるかを審査し補助額を決定する。
当該会計年度の補助金限度額は１申請あたり500,000円以内とする。

対
象
経
費
の
内
容



　徳島県企業局は、水力発電事業に係る県営発電所またはダム（以下「県
営発電所等」という。）が所在する町及びその水源地域において、地域の活
力や魅力づくり等を推進する活動及び環境保全に向けた活動を支援してお
り、令和８年度も実施される予定です。
　徳島県企業局から募集要項が示されましたら、町ホームページに掲載し
ますので、上勝町で事業を実施される団体は、期限までに申請書等を企画
環境課にご提出ください。

徳島県企業局ダム水源地サポート事業

　徳島サマーキャンプは、東日本大震災の復興支援事業として2012年に始まりました。コロ
ナ禍で中断した時期もありましたが、熊本地震からの復興支援も兼ねて、今年で12回目を迎
えることになりました。
　この事業は、広い視野に立って培われる教養と専門性の大切さに気づき、コミュニケーショ
ン能力や協調性を高め、将来の自分のありかたについて考える機会とするとともに、参加者ど
うしや地元住民との相互理解を深め、同時に協力隊OV（JICA海外協力隊経験者）の経験を社
会還元することを目的としています。
　毎回、福島県、熊本県、徳島県の高校生20～30名が自然の宿あさひで４泊５日の合宿を行
いながら、上勝町のゼロ・ウェイストの取り組み、国際理解や多文化共生、JICA海外ボラン
ティアの事などについて学びます。
　ヤッホー・ホラ吹き体験、八重地や樫原の棚田散策、高丸山登山など、上勝ならではの自然
体験活動も行ってきました。
　被災地との交流事業として行われてきた徳島サマーキャンプですが、研修講座以外では参加
者の自主的な企画として、いろいろな活動が行われています。花火やスイカ割り、星空観察会
が企画されたり、自由時間には体育館でバレーボールやドッジボールをしたり、外国青年に英
語で一生懸命に話しかけたりしている人もいました。
　上勝町で世界のことを学ぶ、いろいろな人との交流のなかで自主性を伸ばす、自分の将来に
ついて考える機会として、当事業へのご参加、ご協力をお願いします。

島サ キ プは 東 本大震災 復興支援事業とし 年に始まりました

事　業　名    徳島サマーキャンプ
開　催　日　令和８年７月31日（金）～８月４日（火）
場　　　所　自然の宿あさひ 山の楽校（上勝町旭）ほか
内　　　容　外国人との交流、ヤッホー体験、SDGsの取り組み、JICA海外協力隊の話など
募 集 対 象    高校生等
そ　の　他    上勝町人材確保育成事業補助金を活用して実施します
参加申込期限　令和８年５月31日（日）
参加申込・お問い合わせ先　徳島県青年海外協力協会　サマーキャンプ事務局　溝上  均
　　　　　　　　　　　　　☎0885-45-0308

【お問い合わせ】　企画環境課



　移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、徳島県と共同して東京圏ま
たは大阪圏から上勝町に移住した方に対して補助金を交付します。なお、一部の支援金との併用はで
きません。

【お問い合わせ】　企画環境課

移住支援金制度があります

東京圏（埼玉県・千葉県・東京都及び神奈
川県）から本町に転入した方

大阪圏（京都府・大阪府及び兵庫県）から
本町に転入した方

上勝町わくわく移住支援事業補助金 上勝町わくわく移住支援事業プラス補助金事 業 名

【移住支援金】
・単身60万円
・世帯100万円、18歳未満一人につき30
万円の加算

【移住支援金】
・単身30万円
・世帯50万円、18歳未満一人につき30万
円の加算

【就職応援金】
・就職応援金30万円
※移住支援金または就職応援金のいずれか
のみ申請が可能です。

補 助 額

・通算５年以上、東京23区内に在住、又は、
東京圏のうち条件不利地域以外の地域に
在住し、東京23区内への勤務をしてい
た方
・申請時において転入後３か月以上１年以
内の方
・本町に申請日から５年以上継続して居住
する方

・通算５年以上、大阪圏に在住し、かつ、
同圏内の事業所へ勤務をしていた方。
・申請時において、転入後３か月以上１年
以内であり、かつ、就業開始日から１年
以内である方
・本町に申請日から５年以上継続して居住
する方

要 　 件
※一部抜粋
　して記載

上勝町児童等転入支度金事業　等併用不可の
支 援 金

・予算には限りがありますので、上限に達し次第受付を終了する場合があります。
・記載内容以外にも諸条件がありますので、詳細は企画環境課までご相談ください。留 意 事 項

　４月７日に勝浦川漁業協同組
合の方々による、勝浦川への鮎
の成魚（約13㎝）２トンの放流
が行われました。
　今年もキャンプ場のほか、町
内各地で放流が行われ、鮎は元
気に泳いでいきました。
　勝浦川の鮎漁は６月１日（月）
が解禁です。

４月７日に勝浦川漁業協同組
合の方々による、勝浦川への鮎
の成魚（約13 ）２トンの放流

勝浦川に鮎が
　放流されました



　家畜伝染病発生予防のためには、家畜所有者の方々に日頃から適切に飼育衛生管理をしてい
ただくことが大切です。
　家畜伝染病予防法の改正により、対象となる家畜を１頭羽でも飼育する全ての所有者に家畜
飼育衛生管理基準の遵守が求められるとともに、毎年１回、２月１日時点の飼育頭羽数を定期
報告することが義務づけられています。
　報告対象者は次の家畜所有者をいいます。
「牛・水牛・馬・鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし・鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥」
※畜産業を営む飼育者は、家畜保健衛生所が別途対応することになります。
○報 告 期 日 令和８年６月５日（金）
○提　出　先　産業課　・報告用紙は産業課に備え付けてあります。　

愛玩鳥または山羊、いのしし等を飼育している方
（小規模飼育者）へのお知らせ

【お問い合わせ】　産業課

日　時 ５月16日（土） 13時開始　（予備日  ５月23日（土））
要　項　○１チーム３名

○町内在住者もしくは町内事業所へ勤務する者もしくは上勝町スポーツ協会が設ける部の部員。
○小学校３年生以上。子どもが参加される時は３名の内１名は保護者もしくは大人の方とチ
ームを組むことが条件となります。
○大会中の事故などについては主催者では一切責任を負いません。

注意事項　１チームの人数が３名となっておりますのでお間違えのないようにお願いします。２チー
ム１組で各ホールを競技し、相互に得点を付けるようになりますのでご協力よろしくお願
いします。

参加お申し込み　５月11日（月）（必着）までにチームの名簿を教育委員会まで提出してください。

上勝町スポーツ協会主催事業第59回彩杯グラウンドゴルフ大会

　空き家等（町内の空き家・空き建築物）を改修して、移住者向け住宅又は地域の活性化に資する施設と
して活用する改修工事に対して補助を行います。
（移住者向け住宅・宿泊施設・物品販売等を営む店舗・飲食店等）
１　空き家とは、改修工事をする際に使用されておらず、かつ、今後も居住される見込みのない住宅をい
う。空き建築物とは、改修工事をする際に使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込
みのない建築物をいう。
２　対象者　所有者又は事業者（税金等滞納がない方）
３　補助金　対象経費の3分の2以内かつ上限320万円
４　要　件　①とくしま地方創生空き家判定士による空き家判定業務を行ったもの
　　　　　　　 （空き家判定業務117,920円に対して自己負担金11,000円を要します。）
　　　　　　② 改修後の建築物が耐震性（1.0以上）を有するもの
　　　　　　③ 10年以上活用されるもの

④ 今年度に募集、翌年度に実施することとし、補助金交付決定後、町が指定する日までに事業が
完了し実績報告書を提出できること

　５　募集戸数　１戸
　６　申込期限　令和８年10月30日（金）まで　・募集件数になり次第、受付を終了します。
　　　複数件申し込みがあった場合は、選考基準に照らし合わせ決定します。
　７　申込・お問い合わせ先　企画環境課（空き家対策担当）

募集！「空き家スマートリノベーション支援事業
空き家再生等促進事業補助金」のご案内

募集！「空き家スマートリノベーション支援事業
空き家再生等促進事業補助金」のご案内

募集！「空き家スマートリノベーション支援事業
空き家再生等促進事業補助金」のご案内

【お問い合わせ】教育委員会　☎45-0111



み ん な の 食 堂
上勝キッチ ンあぐり家

申込み：５月３日より先着80食（定数に達し次第締め切ります）
こちらのQRコードからお申し込みください ➡

お願い： 当日37.5℃以上の発熱や体調不良がある場合は、利用をお控えください。
　　　　★調理などをお手伝いくださるボランティアさん、大歓迎です。
連絡＆お問い合わせ：あぐり家事務局（酒井） TEL ０８０－５６６９－３２８２
スタッフ：北山千晶　高石敏子　新田博枝　酒井里美

〈この活動は「とくしま子どもの居場所づくり推進基金」の助成を受けています〉

（アレルギー対応についてはご相談ください）
（都合によりメニューを変更することがあります）

「子ども」も「元子ども」も、どなたでも、皆さんご一緒に、
ぜひ、晩ご飯食べに来てください。

みんなの居場所として、毎月１回、開催予定です。

令和8年5月22日 金
場所：上勝町コミュニティセンター

１７:００～２０:００
（ラストオーダー１９:３０） 
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　春山シーズンの到来となりましたが、十分な情報収
集と準備をして、安全に登山を楽しみましょう。
１　事前の準備を十分にしましょう！
⑴ 身体の準備
⑵ 山の情報（登山道、気象状況）の収集
⑶ 十分な装備
　 ア　携行品（必須）

①雨具：体を雨や風から守ります。また防寒具
にもなります。
②登山地図と方位磁石（コンパス）：現在位置の
把握と目的地を把握します。
③軽量の照明器具（ヘッドランプ等）：万一、遭
難した場合に自分の所在を知らせ、救助活動
の一助となる大切なものです。

　 イ　その他
①防寒具：ヤッケ（ウインドブレーカー）
②通信手段：携帯電話や無線機
③非常食：チョコレートなどの高カロリーな食品、
飲料水等
④予備電池：懐中電灯や携帯電話のバッテリー等
⑤目立つ色のタオル：赤や黄色のタオルは、救
助のヘリコプターから発見しやすく、合図の
送信に効果的です。

２　登山計画書を提出しましょう！
　徳島県警察では平成29年に公益社団法人日本山岳
ガイド協会が運営する登山届受理システム「コンパ
ス」との協定を締結しました。
　パソコンやスマートフォン等から登山計画を作成、
提出することができます。是非、ご利用ください。
３　万一、遭難した時は落ち着いて！
⑴ 携帯電話は待ち受け専用にし、電池の消耗を防
止しましょう。

⑵ 救助のヘリコプターが発見しやすいよう、尾根
や見晴らしの良い場所（上の方）に出ましょう。

かみかつQぴっと



つつしんでご冥福をお祈りいたします

令和８年４月１日現在

3月の視察来町者数令和８年

※オンライン視察も含む

夜間救急当番夜間救急当番夜間救急当番夜間救急当番

☎

☎

救急車の要請救急車の要請救急車の要請救急車の要請

☎

■徳島救急医療電話相談
夜間・休日の急な病気やけがなどの際、家庭でどのように対処すれば
よいか、すぐに医療機関を受診したほうがよいかなど判断に迷ったとき。
○固定電話（プッシュ回線）、
　携帯電話からは、（局番なしの）
○＃7119を利用できない場合には、☎088-622-6530

■徳島こども医療電話相談(15歳未満のお子さん)
○固定電話（プッシュ回線）、
　携帯電話からは、（局番なしの）
○＃8000を利用できない場合には、☎088-621-2365

■相談時間
月曜日から土曜日：午後６時から翌朝８時まで
日曜日・祝日・年末年始（12月29日～１月３日）：24時間対応

【注意】　相談はあくまでも助言であり、電話による診断・治療はできません。

医師や看護師等に
電話で相談できます！

☎＃7119

☎＃8000

こんな時はご連絡をお願いします。

 連絡先：（一社）ひだまり ☎0885-36-0027

　上勝町では、ごみをゴミステ
ーションまで持ち込む手段を持
たない方や、80歳以上のみ世帯
のお宅への運搬支援を行ってお
り、ご家庭で分別していただい
たごみを、ご自宅へ収集にうか
がっています。
　申請の手続きについては右記
のとおりです。

【申込・お問い合わせ】企画環境課

８日㈮ 福原地区

７日㈭ 生実、旭地区

11日㈪ 傍示地区

12日㈫ 正木地区

■80歳以上のみ世帯
①役場企画環境課へ申請
②役場から認定、登録
③奇数月に収集
■車がない方
①役場企画環境課へ申請
②役場・民生委員から認定、登録
③奇数月に収集
（粗大ごみのみ有料。1車分につき
270円の負担金が必要です。）

手続きの流れ

一般廃棄物運搬支援事業

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

前月比

世帯数

△ 9
△ 7
△ 2
△ 3

人　口
男
女
世帯数

1,275
598
677
692

人
人
人
戸

正木
傍示
福原
生実
旭

人
人
人
人
人

447
220
177
188
243

229
116
105
109
133

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

戸
戸
戸
戸
戸

○ 高齢化率 52.71%

千財トクヱ さん　   87歳【正木】 
田村ヒデ子 さん　   88歳【 旭 】
多田マサコ さん　   95歳【生実】

1
0
1

△ 1
△ 4

△ 1
△ 2
△ 1
△ 2
△ 3

インターネット・ケーブルテレビサービス
新規申込・解約・故障・各種変更など、下記までお問い合わせください。
ＩＰ電話サービスは３月末をもって終了しました。

☎

大谷　昇さん（勝浦町）みかん・花木
野田　さち子さん（傍示）  

…………営農指導・南瓜の苗
安堵　美代恵さん（傍示）……野菜苗
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災害時における避難者及び被災者等への支援の充実を図るため
「災害時における物資供給に関する協定」 を締結

広
報
か

寺西 綾子さん 満100歳おめでとうございます！

　上勝町はNPO法人コメリ災害対策センターと、
令和８年３月26日に「災害時における物資供給
に関する協定」を締結しました。
　この協定は、災害が発生、または発生するおそ
れがある場合において、上勝町の要請に基づき、
NPO法人コメリ災害対策センターから必要とす
る生活物資の優先的な供給及び運搬等についてご
協力をいただける内容となっています。
　今回の協定締結により、災害時において必要と
する生活物資の安定的な調達が可能となり、避難
者の安心にもつながるものと期待しています。

　令和８年３月25日、寺西綾子さん（生実）がめでたく満100歳になられ、入所されている高齢者施設
において、お祝いのセレモニーが開催されました。
　徳島県並びに上勝町から祝い状と記念品が贈呈されました。寺西さんは短歌をご趣味にされておりお
元気に過ごされています。しっかりとしたお言葉でご挨拶され、駆けつけたご家族や施設の方に囲まれ
笑顔あふれるひとときとなりました。

  災害などで飲料水が断水した際の応急給水体制を強化するため、国の事業である新しい地方経
済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）を活用し、令和８年３月24日に飲料水給水車
を配備しました。

　車両は、一度に1,600リットルの水を運ぶことがで
き、蛇口からの給水のほか、搭載する加圧ポンプによ
り受水槽や災害時に使用する仮設タンク等へ直接注水
することができます。 （総務課）

つながるものと期待しています。

が断水した際の応急給水体制を強化するため、国の事業である新しどで飲で飲料水が断で飲 した際どで飲料水が飲料で飲料水が飲 ため、国水ど 制応急給水体制を制 業である新
付金（地域防災緊急整備型）を活用し、令和８年３月24日に飲料環境境創生交付境創生 4日に

ましましした

飲料水給水車を配備しました

車　名　三菱ふそう キャンター
全　長　5,400mm
全　幅　1,690mm
全　高　2,230mm
総重量　4,795kg

定　員　3名
仕　様　4WD  AT
ポンプ性能　最大吐出量200L/min
揚　程　25m




